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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 ジ ャ ン プ 命 令 に 応 答 し て 、 記 録 担 体 上 の ト ラ ッ ク を ト レ ー ス し て ト ラ ッ ク か ら 他 の ト ラ
ッ ク へ と ピ ッ ク ア ッ プ 手 段 を 移 動 さ せ る よ う に ア ク チ ュ エ ー タ ジ ャ ン プ 動 作 を 実 行 す る 方
法 で あ っ て 、
　 前 記 ジ ャ ン プ 命 令 を 受 信 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 ピ ッ ク ア ッ プ 手 段 の 移 動 を 開 始 す る た め の ジ ャ ン プ 信 号 を 供 給 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 動 き を 停 止 す る 制 動 信 号 を 供 給 す る ス テ ッ プ と 、
を 有 方 法 に
お い て 、
　 先 行 す る 速 度 制 御 期 間 の 間 、 前 記 制 動 信 号 の 第 １ の 所 定 の 要 素 を 測 定 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 ピ ッ ク ア ッ プ 手 段 の 前 記 移 動 の 速 度 を 維 持 す る た め の 前 記 測 定 さ れ た 第 １ の 所 定 の
要 素 と 、 前 記 他 の ト ラ ッ ク に お い て 前 記 ピ ッ ク ア ッ プ 手 段 の 前 記 移 動 を 停 止 す る た め の 第
２ の 所 定 の 要 素 と を 組 み 合 わ せ る こ と に よ り 前 記 制 動 信 号 を 生 成

ス テ ッ プ と 、
を 更 に 有 す る こ と を 特 徴 と す る 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 第 １ の 所 定 の 期 間 は 、 前 記 他 の ト ラ ッ ク に 対 応 す る 遷 移 の 前 の ト ラ ッ キ ン グ 誤 り 信
号 の 最 後 の 正 の 遷 移 に お い て 開 始 す る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 第 １ の 所 定 の 期 間 は 前 記 速 度 が 一 定 に 保 た れ る 遅 延 期 間 で あ り 、 前 記 第 ２ の 期 間 は
一 定 の 継 続 時 間 を 持 つ ア ク テ ィ ブ な 制 動 期 間 で あ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 に 記 載 の
方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 第 １ の 所 定 の 期 間 の 継 続 時 間 は 、 式 ：
ｔ ２ ＝ １ ／ ２ ・ （ Ｔ ０ － ｔ ３ － ｔ １ ）
に よ っ て 決 定 さ れ 、 こ こ で Ｔ ０ は ト ラ ッ キ ン グ 誤 り 信 号 の ２ つ の 正 の 遷 移 の 間 の 継 続 時 間
を 表 し 、 ｔ １ は 遅 延 補 償 パ ラ メ ー タ を 表 し 、 ｔ ２ は 前 記 第 １ の 所 定 の 期 間 の 継 続 時 間 を 表

し 、 前 記 制 動 信 号 は 第 １ の 所 定 の 期 間 と 後 続 す る 第 ２ の 所 定 の 期 間 と を 有 す る

し 、 こ れ に よ り 前 記 第 １
の 所 定 の 期 間 の 間 は 前 記 第 １ の 所 定 の 要 素 が 適 用 さ れ 前 記 第 ２ の 所 定 の 要 素 は 適 用 さ れ ず
、 前 記 後 続 す る 第 ２ の 所 定 の 期 間 の 間 は 前 記 第 １ の 所 定 の 要 素 及 び 前 記 第 ２ の 所 定 の 要 素
が 適 用 さ れ る よ う に す る

１



し 、 ｔ ３ は 前 記 第 ２ の 所 定 の 期 間 の 継 続 時 間 を 表 す こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 又 は に
記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 第 ２ の 所 定 の 要 素 は 制 動 パ ル ス で あ り 、 前 記 制 動 パ ル ス の 振 幅 は 、 式 ：
ｓ ｂ ＝ Ｋ ／ Ｔ ０

に よ っ て 決 定 さ れ 、 こ こ で Ｋ は 所 定 の 一 定 値 で あ り 、 Ｔ ０ は ト ラ ッ キ ン グ 誤 り 信 号 の ２ つ
の 正 の 遷 移 の 間 の 継 続 時 間 を 表 し 、 ｓ ｂ は 前 記 制 動 パ ル ス の 振 幅 を 表 す こ と を 特 徴 と す る
、 請 求 項 、 又 は に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 第 １ の 所 定 の 期 間 の 間 に 前 記 測 定 さ れ た 第 １ の 所 定 の 要 素 を 出 力 し 、 前 記 第 ２ の 所
定 の 期 間 の 間 に 前 記 測 定 さ れ た 第 １ の 所 定 の 要 素 と 前 記 第 ２ の 所 定 の 要 素 と を 組 み 合 わ せ
る た め 前 記 第 １ の 所 定 の 要 素 を 測 定 し 保 存 す る た め に 、 前 記 第 １ の 期 間 に 先 行 す る 前 記 速
度 制 御 期 間 の 間 ト ラ ッ キ ン グ 統 合 機 能 を 制 御 す る ス テ ッ プ を 特 徴 と す る 、 請 求 項 、 、

又 は に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 記 録 担 体 に 記 録 さ れ た 情 報 を 再 生 す る 再 生 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 記 録 担 体 上 の ト ラ ッ ク を ト レ ー ス す る ピ ッ ク ア ッ プ 手 段 と 、
　 前 記 ト ラ ッ ク と 略 垂 直 な 方 向 に 前 記 ピ ッ ク ア ッ プ 手 段 を 駆 動 す る 駆 動 手 段 と 、
　 前 記 ピ ッ ク ア ッ プ 手 段 を 他 の ト ラ ッ ク へ 移 動 す る た め に 、 前 記 駆 動 手 段 に ジ ャ ン プ 信 号
及 び 制 動 信 号 を 供 給 す る ア ク チ ュ エ ー タ ジ ャ ン プ 制 御 手 段 と を 有 す る 再 生 装 置 に お い て 、
　 先 行 す る 速 度 制 御 期 間 の 間 に 前 記 制 動 信 号 の 第 １ の 所 定 の 要 素 を 測 定 す る 測 定 手 段 を 更
に 有 し 、
　 前 記 ア ク チ ュ エ ー タ ジ ャ ン プ 制 御 手 段 は 、 前 記 ピ ッ ク ア ッ プ 手 段 の 前 記 移 動 の 速 度 を 維
持 す る た め の 前 記 測 定 さ れ た 第 １ の 所 定 の 要 素 と 、 前 記 他 の ト ラ ッ ク に お い て 前 記 ピ ッ ク
ア ッ プ 手 段 の 前 記 移 動 を 停 止 す る た め の 第 ２ の 所 定 の 要 素 と を 組 み 合 わ せ る こ と に よ り 前
記 制 動 信 号 を 生 成

信 号 生 成 手 段 を 有 す る こ と を 特
徴 と す る 再 生 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 測 定 手 段 は 、 前 記 速 度 制 御 期 間 の 間 に 前 記 第 １ の 所 定 の 要 素 を 測 定 及 び 保 存 し 、 前
記 第 １ の 所 定 の 期 間 の 間 に 前 記 測 定 さ れ た 第 １ の 所 定 の 要 素 を 出 力 し 、 並 び に 前 記 第 ２ の
所 定 の 期 間 の 間 に 前 記 測 定 さ れ た 第 １ の 所 定 の 要 素 と 前 記 第 ２ の 所 定 の 要 素 と を 組 み 合 わ
せ 出 力 す る 統 合 手 段 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 統 合 手 段 は 、 前 記 測 定 さ れ た 第 １ の 所 定 の 要 素 を 保 存 す る た め の レ ジ ス タ 手 段 と 、
前 記 測 定 さ れ た 第 １ の 所 定 の 要 素 と 前 記 第 ２ の 所 定 の 要 素 と を 組 み 合 わ せ る た め の 切 り 換
え 手 段 と を 有 し 、 前 記 切 り 換 え 手 段 は 前 記 ア ク チ ュ エ ー タ ジ ャ ン プ 制 御 手 段 に よ っ て 制 御
さ れ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 装 置 は 、 請 求 項 １ 乃 至 の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 方 法 を 実 行 す る 手 段 を 有 す る こ と
を 特 徴 と す る 、 請 求 項 に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 再 生 装 置 は 光 デ ィ ス ク プ レ イ ヤ 又 は 光 デ ィ ス ク レ コ ー ダ で あ る こ と を 特 徴 と す る 、
請 求 項 乃 至 の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 装 置 。

(2) JP 2005-504405 A5 2006.1.5

１ ３

１ ３ ４

１ ３
４ ５

し 、 こ れ に よ り 第 １ の 所 定 の 期 間 の 間 は 前 記 第 １ の 所 定 の 要 素 が 適 用 さ
れ 前 記 第 ２ の 所 定 の 要 素 は 適 用 さ れ ず 、 後 続 す る 第 ２ の 所 定 の 期 間 の 間 は 前 記 第 １ の 所 定
の 要 素 及 び 前 記 第 ２ の 所 定 の 要 素 が 適 用 さ れ る よ う に す る
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